
１　日　　　　 時

２　場　　　　 所

３　出 席 委 員 委員長 大野　雄子 委員 田部井　宏明

委員 松戸　敏雄 委員 小松　由紀子

４　出 席 書 記 事務局長 石野　隆史 次長 清水　公嘉 次長補佐 宮本　寛

主査 弘中　昭飛己 主査 鈴木　健司

５　議　　　   題 報告第３４号

報告第３５号

報告第３６号

報告第３７号

報告第３８号

６　議事の概要

　　　　②次回委員会について

　　　　　 次回、令和２年第９回定例会は、１０月２０日（火）午後１時３０分から開会することで決定した。

　報告第３５号　  公職選挙法施行令等の一部改正について

 　　　　　　　　　　（報告第３５号について、報告があった。）

　報告第３６号　  公職選挙法等に規定する申請等における旧姓の取扱いについて

 　　　　　　　　　　（報告第３６号について、報告があった。）

　　　　①選挙に関連する報道等について

（２）その他

令和２年第８回　千葉市選挙管理委員会定例会会議録

　令和２年９月２９日（火）　午前１０時００分～午前１０時３５分

　千葉中央コミュニティセンター　７階　７－１会議室

地方自治法等の規定に基づく直接請求に必要な選挙人の人数について

 　　　　　　　　　　（報告第３８号について、報告があった。）

千葉県知事選挙に係る政治活動用ポスターの掲示等の規制について

指定都市選挙管理委員会連合会副会長の異動等について

（１）議題

　報告第３４号　  地方自治法等の規定に基づく直接請求に必要な選挙人の人数について

 　　　　　　　　　　（報告第３４号について、報告があった。）

　報告第３７号　  千葉県知事選挙に係る政治活動用ポスターの掲示等の規制について

　報告第３８号　　指定都市選挙管理委員会連合会副会長の異動等について

 　　　　　　　　　　（報告第３７号について、報告があった。）

公職選挙法施行令等の一部改正について

公職選挙法等に規定する申請等における旧姓の取扱いについて
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７　会 議 経 過

　報告第３６号について

田部井委員

事務局

小松委員

事務局

大野委員長

事務局

松戸委員

事務局

大野委員長

事務局

田部井委員

事務局

「今までは旧姓の使用は認められていなかったということか。」

しているとか、著作物があるとか、本名に代わるものとして世間に広く通用していることを証

あり、旧姓を使用する場合には、それを証明する資料の提出が不要になったものである。」

「通称の範囲は広いと思うが、どのように審査しているのか。」

明するに足る資料があれば、通称として認められるところである。」

ブル選挙になる可能性がある。もし出馬する場合、市長を辞めるタイミングによって対応は

で、ポスター掲示場の設置など諸々の準備を行うことは現実的に難しい。ある程度の日数

はどうしても必要となる。」

「立候補届出の日に失職することとなる。」

届出により職を辞したとみなす場合を想定し、事前に十分な準備をしておくよう事務局には

「4月4日が知事の任期満了日となるので、知事選挙はおそらく３月中には執行されると思

われるが、現時点では未定である。退職の申立てがあった場合、市議会議長からその旨の

通知を受け取ってから50日以内に選挙を執行することになるため、委員会を開いて選挙日

程について検討する流れとなる。また、立候補届出により辞職となる場合には、知事選挙

　①選挙に関連する報道等について

の執行後に市長選挙を執行することになることも考えられる。」

「立候補届出により辞職する場合には、同時ではなく、別々に選挙を執行するのか。」

「市町村の選挙においても通称認定の申請ができるようになったということか。」

「通称認定の制度については、市長村の選挙においても従来から適用されているところで

「立候補届出の事前審査の段階から確認をしており、常日頃から本名ではなく通称で活動

本名に代えて旧姓を使用しているという何らかの証明、例えば発行している書籍等の資料

「知事選挙の告示期間は17日間、市長選挙は14日間となり、準備期間が３日間しかない中

お願いする。」

（要約）

「新聞報道によると、現時点では市長が知事選挙に出るか分からないが、市長選挙とのダ

変わってくるので、任期満了前に退職の申立てがあった場合や、または知事選挙の立候補

「立候補の届出をした瞬間に失職となるのか。」

を提示してもらう必要がなくなったところである。」

「立候補届出の際に通称認定の申請を行うことで、旧姓使用は従来から可能であったが、
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